
平成２８年（２０１６年）２月９日発行 （２５０号）　 　－６－市 議 会 だ よ り

林　

倫
子
（
生
活
者
ネ
ッ
ト
）

　

２
０
１
６
年
３
月　

日
を
も
っ
て

３１

福
祉
会
館
が
閉
鎖
に
な
る
。
市
民
が

活
動
す
る
場
と
し
て
学
校
施
設
を
利

用
し
た
い
と
い
う
声
は
上
が
っ
て
く

る
と
予
想
す
る
。
契
現
在
で
も
、
会

議
室
や
校
庭
使
用
の
受
付
は
学
校
が

行
っ
て
い
る
。
そ
の
事
務
で
通
常
業

務
に
支
障
は
出
て
い
な
い
の
か
。
形

学
校
施
設
の
市
民
へ
の
開
放
拡
大
と

予
約
の
簡
素
化
を
図
ら
な
い
か
。

　

学
校
教
育
部
長　

契
各
校
長
の
判

断
で
、
教
育
、
学
習
等
に
支
障
の
な

い
限
り
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
な
っ
て
い
て
、
利
用
状
況
は
年
々

増
え
て
い
る
と
確
認
し
て
い
る
。
し

か
し
、
事
務
の
軽
減
を
求
め
る
声
は

上
が
っ
て
い
な
い
。
形
児
童
・
生
徒

の
安
全
確
保
の
た
め
の
管
理
体
制
の

強
化
、
施
設
の
改
修
、
利
用
団
体
等

福
祉
会
館
閉
鎖
に
伴

福
祉
会
館
閉
鎖
に
伴
うう

学
校
施
設
利
用
に
つ
い

学
校
施
設
利
用
に
つ
い
てて

の
調
整
や
緊
急
事
態
へ
の
対
応
が
課

題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
特
別
支
援
教

室
の
完
全
実
施
も
予
定
さ
れ
て
お
り
、

教
室
の
確
保
が
難
し
い
。
学
校
施
設

の
利
用
は
大
変
厳
し
い
。

　

生
涯
学
習
部
長　

契
生
涯
学
習
課

の
事
業
で
は
、
利
用
受
付
を
課
職
員

と
利
用
者
で
行
っ
て
い
る
の
で
学
校

へ
の
負
担
は
軽
減
し
て
い
る
。

■
そ
の
他
、
今
後
も
地
下
水
を
飲
料

水
と
し
て
利
用
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、

水
循
環
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定
に
際

し
て
情
報
公
開
を
都
に
求
め
る
こ
と

と
、
雨
水
浸
透
施
設
の
費
用
的
な
効

果
を
質
問
し
ま
し
た
。

百
瀬
和
浩
（
リ
ベ
ラ
ル
保
守
）

　

虚
第
二
庁
舎
は
庁
舎
と
し
て
の
耐

震
性
能
を
持
っ
て
い
な
い
。
平
成　
２６

年
第
３
回
定
例
会
で
購
入
を
提
案
さ

れ
た
際
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
耐
震

性
能
を
確
保
す
る
考
え
で
あ
っ
た
の

か
。
あ
る
い
は
考
え
は
な
か
っ
た
の

か
。
ま
た
、
庁
舎
の
利
用
終
了
後
は

図
書
館
本
館
や
公
民
館
に
利
用
す
る

構
想
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
設
計

荷
重
条
件
か
ら
困
難
で
あ
る
。
こ
れ

ら
へ
の
対
応
を
ど
う
考
え
て
い
た
の

か
。
構
造
計
算
書
を
十
分
検
証
し
て

購
入
議
案
を
提
案
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

　

企
画
財
政
部
長　

ご
指
摘
ど
お
り

建
築
当
時
は
新
耐
震
設
計
に
準
拠
し

た
建
築
で
あ
っ
た
。
購
入
に
よ
り
ト

ー
タ
ル
コ
ス
ト
を
的
確
に
把
握
し
、

安
定
的
な
財
政
運
営
に
資
す
る
よ
う

第
二
庁
舎
の
解
消

第
二
庁
舎
の
解
消
とと

新
庁
舎
建

新
庁
舎
建
設設

考
え
て
い
た
。
庁
舎
利
用
後
は
、
行

政
需
要
な
ど
配
慮
し
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
拠
点
と
し
て
の
活
用
を
図
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
た
。

　

許
新
庁
舎
建
設
予
定
地
北
側
の
Ｊ

Ｒ
高
架
下
敷
地
を
市
が
確
保
す
る
こ

と
は
、
庁
舎
建
設
に
極
め
て
重
要
な

意
味
を
持
つ
が
、
市
と
し
て
の
考
え

は
今
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

市
長　

市
と
し
て
重
大
な
関
心
が

あ
り
、
独
自
に
利
用
を
進
め
な
い
よ

う
に
Ｊ
Ｒ
に
話
を
し
て
い
る
。
市
が

借
り
ら
れ
な
い
状
況
で
は
な
い
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
土
地
の
活

用
は
非
常
に
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

計
画
で
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
配
置

計
画
を
２
０
１
６
・　

年
度
で
検
討

１７

す
る
と
の
こ
と
。
市
役
所
建
設
予
定

地
内
に
あ
る
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
所
、

廃
棄
物
関
連
処
理
施
設
の
移
転
計
画
、

中
間
処
理
場
の
計
画
が
な
く
、
建
設

予
定
地
内
で
の
建
設
計
画
は
白
紙
の

状
態
。
新
福
祉
会
館
を
市
役
所
と
一

緒
に
建
設
す
る
案
は
困
難
で
は
。

　

福
祉
保
健
部
長　

契
現
在
同
セ
ン

タ
ー
が
あ
る
土
地
は
、
中
間
処
理
場

の
建
物
更
新
の
際
に
必
要
で
あ
る
。

　

環
境
部
長　

形
今
後
に
つ
い
て
は

配
置
計
画
の
中
で
お
示
し
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
お
答
え
で
き
な
い
。

森
戸
洋
子
（
日
本
共
産
党
）

　

虚
福
祉
会
館
の
建
設
に
つ
い
て
。

契
仮
移
転
に
伴
う
代
替
施
設
に
つ
い

て
は
、
公
共
住
宅
の
集
会
施
設
の
利

用
等
を
提
案
し
て
き
た
が
、
検
討
状

況
は
。
形
今
後
、
公
民
館
で
青
年
学

級
な
ど
を
円
滑
に
行
え
る
の
か
。
径

公
民
館
の
将
来
計
画
の
検
討
状
況
は
。

　

福
祉
保
健
部
長　

契
新
た
な
活
動

場
所
の
確
保
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
今

後
調
整
し
て
い
く
。

　

公
民
館
長　

形
可
能
な
限
り
確
保

し
た
い
。
青
年
学
級
は
、
学
校
施
設

で
開
催
す
る
方
向
で
調
整
中
。
径
公

民
館
運
営
審
議
会
と
協
議
し
、
１
月

に
中
長
期
計
画
案
を
諮
問
す
る
予
定
。

　

許
ご
み
処
理
施
設
、
市
役
所
の
配

置
計
画
に
つ
い
て
。
契
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
を
新
福
祉
会
館
の
中
に

含
め
る
理
由
は
何
か
。
形
中
期
財
政

新
福
祉
会
館
建
設
計

新
福
祉
会
館
建
設
計
画画

に
つ
い
て
市
の
見
解
を
問

に
つ
い
て
市
の
見
解
を
問
うう

Ａ

Ｑ

本会議は年４回（３月、６月、９月、１２月）定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があり、原
則、市長が招集します。
定例会・臨時会とも会期が定められ、本会議や委員会を開き、議案などを審議・審査し、議会としての意思を決定
します。定例会は約１か月間開かれます。市長や議員から提出される議案や議員案、市民から提出される請願・陳
情書は、おおむね以下のような流れで審議・審査されます。

議会はどのような流れで進むのですか？ 議議 会会ＱＱ＆＆ＡＡ

説

明

討

論

質
疑
・
答
弁

採

決

委
員
長
報
告

採

決

討

論

可 決

否 決

継続審査

提
出
者
の
説
明

委

員

会

へ

付

託

質
疑
・
答
弁

本 会 議 本 会 議委 員 会

※付託→議長が議案などを委員会で審査するよう任せること。
※討論→議案への賛成や反対の意思を表明すること。
※採決→議案に対して議長（委員長）が本会議（委員会）で表決をとる

行為のこと。

※請願・陳情の場合は、可決が採択、否決が不採択となります。

議
案
の

提

出
市　長

議　員
議
員
案
の

提

出

市　民

請
願
・
陳
情
の

提

出

庁
舎
と
し
て
の
耐
震
性
能
を
有
し

て
い
な
い
第
二
庁
舎

今後、ますます市民の要望が増す学校施設の
開放。早急に利用環境を整えるべき

ご
み
処
理
施
設
再
配
置
の
工
程
修

正
（
本
人
作
成
資
料
）

※　この図は現在の市の方針を解説したもので、実際は
市民の皆さんと協議しながら進めていくものです。


